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寄稿

自転車は車道，歩道は邪道
〜求められる道路管理者のパラダイムシフト〜

1．歩道通行は“日本の恥”

　近年，自転車の利用が活発になってきた。環境対策や
健康志向の高まりもあるが，東日本大震災直後のガソリ
ン不足も自転車利用を促進する一つのきっかけになって
いる。一方，我が国の自転車を巡る環境は最悪と言って
いいくらい悪い。自転車事故割合の多さや，ルール違反，
マナーの悪さ等，解決すべき問題が山積しており，今の
環境のまま自転車が増えることは逆に社会的な問題を引
き起こしかねないと危惧している。筆者は，日本の自転
車問題の根幹は歩道通行を許し，しかもそれが実質原則
になっていることと考える。
　一方，2007 年に自転車通行環境整備モデル地区の整
備が始まり，自転車安全利用五則が定められて車道通行
が原則とされた。また，2011 年 10 月には警察庁の通達
「良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進
について」が出て，自転車の車道通行が確認された。さ
らに，2012 年 11 月，国土交通省と警察庁が「安全で快
適な自転車利用環境創出ガイドライン」を定め，インフ
ラの整備方針も示された。これらはすべて自転車の車道
走行を原則とする政府の方針である。
　しかし，利用者だけでなく一般の道路管理者の意識は
必ずしもこれに沿ったものとはいえない。1970 年の道
路交通法改正以来，「自転車は歩道」という考え方が道
路管理者に定着し，長年の思考習慣はなかなか変えられ
ない。このため，道路管理者が自転車道設置に消極的で
あったり，未だに自転車歩行者道（自歩道）中心の自転
車交通しかイメージしていなかったりする例が多く見ら
れる。その結果，自転車道ネットワーク計画のできてい
る地方自治体はまだ数少ない。
　自転車の歩道通行は，海外ではほとんど見られない日
本独自のガラパゴス的交通ルールで，歩行者の権利と安
全を脅かしている。海外から来た外国人は，歩道を走る

自転車に驚く。5年後に東京オリンピック開催を控え，
まさに日本の恥といえるだろう。
　以下に述べるが，最近では，自転車にとっても歩道は
車道より安全ではないことが明らかとなっている。歩道
通行には，合理性も安全性もない。
　本文は，なぜ歩道通行になったのか，なぜ歩道通行が
いけないのか，なぜ自転車の道路インフラが必要なのか
を述べて，道路管理者の思考の変化（パラダイムシフト）
を促すものである，筆者もかつて道路管理者として，自
歩道に何の疑いも持たなかった。慙愧の念で文をしたた
める。なお，ここでいう自転車道とは，道路構造令が示
す縁石や柵で囲まれた自転車走行空間だけでなく，自転
車レーンや，矢羽マーク等の法定外表示を含む広義のも
のであるが，自歩道は含まない。

2．なぜ歩道通行になったのか

　まず，歩道通行の歴史について述べたい。1970 年以
前は海外と同様，日本でも自転車は車道通行することと
法律で規定されていた。ところが，1960 年代から 1970
年代にかけ，増加する自動車に社会が対応できず，交通
事故が急増した。交通事故の死者数（24 時間死者）は昭
和 45 年には現在の 4倍近い 16,765 人となり，“交通戦
争”と呼ばれた。
　自転車の事故も急増したため，緊急避難的な政策とし
て，1970 年に道路交通法を改正し，場所を限った上で，
自転車が歩道を通行できるようにした。同年，これに合
わせ道路構造令も改正され，自転車も通れる従前より少
し広い歩道が自歩道として，規定に盛り込まれた。安全
性向上のために自動車と自転車を分離したかったが，自
転車道がなかったのでやむなく暫定的な措置として歩道
通行を可能としたのである。
　しかし，それ以降，自転車道はほとんどつくられるこ
となく，反対に，1978 年の道路交通法改正で歩道通行
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の自転車の要件が定められ，以来，歩道は実質的に自転
車道となった。当時，自転車道ではなく，自歩道が「標
準」となった理由は，十分に明らかにされていないが，
いくつかの仮説が考えられる。
　一つは自動車優先の設計思想で，戦後不足していた自
動車の通れる道路の整備に追われたこと。二つは建設費
の削減で，「歩道＋自転車道＋車道」よりも「自歩道＋車
道」の方が，道路幅が狭くて済むためである。さらに，
多くの自転車が歩道を通行するようになる中で，道路管
理者にとって「自転車は自歩道」が標準となってしまっ
たものと思われる。

3．歩道は車道より安全でない

　歩道は本来，一番の交通弱者である歩行者を車から保
護するために設けられた施設で，車両である自転車を通
す空間ではない。それにもかかわらず，交通戦争当時は
車道では危険なので，歩行者には多少我慢してもらって
も自転車の安全性が保てるという政策判断があり，自転
車を歩道に通す選択をしたはずである。
　ところが，最近の研究では，歩道は車道より安全では
ないことが明らかとなった。歩行者に衝突するからでは
なく車と衝突するのである。図−1は，歩道上の単路部
での自転車の事故の相手を示している。歩道だから相手
は歩行者と思うと大間違いで，4分の 3以上は自動車で
ある。理由は，歩道を横断する車と衝突するためで，衝
突地点のほとんどは駐車場や沿道の店舗の出入口である。
　以下，歩道が自転車にとって安全でないことを，エビ
デンスを示し，明らかにする。まずはマクロ的視点から
述べる。
　図−2は，自転車事故率の国別グラフである。日本の
事故率は内閣府が計算したもので，24 時間死者数を用
いており，他国の 30 日死者と基準が異なり，少なめの
数値になる。そこで，24 時間死者と 30 日死者の割合 1.18
を掛けて補正してある。図をみると，我が国は事故率で
見ると中位であるが，車道通行のオランダ，デンマーク

等より事故率が高い。つまり，歩道通行という「究極の
安全対策」を講じたとしても，効果は限定的と考えざる
を得ない。
　また，図−3は，歩道通行が法律で許された 1970 年以
降の保有台数当たり自動車と自転車の事故率を，1970
年を 100 として指数表示したものである。これによれ
ば，自動車も自転車も減少傾向にあるが，大差はない。
むしろ，1976 年以降は，自動車より減少の度合いが鈍い。
このデータからも，歩道通行の効果は例えあるとしても
限定的といえよう。
　亀井ら 3）は歩道の有無による自転車事故率の違いを多
変量解析で比較した。同研究によれば，歩道の有無は自
転車事故率に影響を与えていない。日本では自転車のほ
とんどが歩道通行であるから，歩道を通行することが安
全性に影響がないことが明らかである。
　古倉 4）は，事故分析から，歩道上の自転車の事故の相
手は 4分の 3が自動車であること，車道走行の自転車事
故のうち左側通行に由来する「ひっかけ事故」は車道の
自転車交通量の少なさを考慮しても歩道での車との衝突
事故より少なく，車道の方が安全としている。
　米国の研究 5）では，アンケートで歩道上と車道上の自
転車事故を比較した結果，歩道通行の場合の事故率は車

図−2　走行距離当たり自転車乗用者死者数（文献 2より作成）

図−1　自転車の歩道単路部上の衝突相手（文献 1より作成）
図−3　�1970 年を 100 とした自転車と自動車の�

保有台数当たりの事故率の推移
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道の 6.7 倍になるとしており，安全の効果があるどころ
か，かえって危険であることを示している。
　マクロ的視点から，自転車の歩道通行の安全効果は確
認されず，むしろ危険であることがわかるが，歩道は安
全であると信じている多くの者にはなかなか理解できな
いことかもしれない。そこで，なぜ歩道が危険なのかを
ミクロ的な視点で説明したい。
　図−１から推測できるように，自転車にとって危険な
のは，交差点である。実際，交差点（交差点付近を含む）
で発生した事故は，自動車の場合は約半数なのに対し，
自転車は約 7割を占め，しかもその大半が出合い頭事故
である（図−4）。
　また，脇道から本線に進入する自動車と，歩道あるい
は車道を通行する自転車との事故率について，松本 6）は
歩道通行の自転車の方が，車道通行の自転車よりも高い
として，歩道を通行する自転車と，脇道から本線に進入
する自動車との事故の危険性を示している。
　車道通行する自転車は一見危険に思えるが，車からは
見えており，安全性が確保できる。しかし，歩道を通行
する自転車は車からの視認性が低く，避けることが難し
い。歩道を通行する自転車は，車から見えないところか
ら飛び出してくるのである。
　確かに，沿道との出入口も交差点もない歩道は車道と
は分離されており安全ということができるが，そのよう
な道路はまず存在しない。図−5は，歩道を通行する自
転車の危険を模式的にあらわしたものである。歩道は決
して安全ではない。
　歩道通行と車道通行に関し，政府の興味深い資料があ
る。2011 年 12 月に国土交通省と警察庁が開催した「安
全で快適な自転車利用環境の創出に向けた検討委員会」
の資料で，幹線道路 2カ所の自転車の交通量と事故件数

から，歩道と車道の事故率を計算し，正反対の結果が出
たため，資料は「一概にどちら（歩道か車道か）が安全
ということはいえない」（カッコ内は筆者加筆）と，歩
道の優位性を否定している。わずか 2カ所の調査で結論
を出すのは疑問だが，歩道の安全性を否定した政府自身
の見解として注目される。
　車道に全く危険がないとは言えないが，道路管理者は
自転車の車道での安全性向上策を考えるべきであり，歩
道を自転車の走行空間として選択してはならない。

4．計画面からみた歩道通行の不合理

　自転車は環境負荷が小さく，空間占有率も低いため
5 km程度以内の都市交通に適しているとされる。しか
し，自歩道は計画面で大きな欠陥を抱えている。
　道路交通法第 63 条の 4で，自転車は歩道上で徐行し
なければならない。徐行は歩道上で自転車から歩行者を
守るために必要不可欠な条件である。徐行速度の明確な
定義はないが，道交法改正を審議する昭和 53 年の参議
院地方行政委員会で警察庁交通企画課長は「時速 4，

図−4　自転車と自動車の死亡事故発生箇所�
（平成 23 年　第一当事者）

図−5　自転車歩道通行の危険性イラスト
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5 km」と答弁している 7）。その後，関係者は時速 6 km8）

とか，6〜 8 km9）等，非公式の数字を出し修正を試みて
いるが，時速 8 kmでも自転車本来の性能を発揮してい
るとは言えないばかりか，自転車には守るのが困難な低
速度でもある。徐行を強いられる自転車は交通機能上の
メリットが全くない。
　先の国会答弁から考えると，法律制定当時は，間に合
わせで，自転車を歩道通行させようとしていたことが明
らかである。自転車は歩行者より速く移動できるからメ
リットがあるのであり，歩行者と同程度の速度ならわざ
わざ自転車を利用するメリットはあるだろうか。自歩道
があるから自転車に対する設計は十分だとする道路管理
者は少なくないが，それでは，自転車は交通機関として
不要と考えているに等しい。
　実行困難な規則を押しつけられた自転車は，徐行を守
ろうとしない。従って，自歩道を整備することは自転車
の違反を助長することにもなりかねない。

5．道路インフラの必要性

　日本の場合，自転車道等の道路インフラは，自転車を
車道通行させるきっかけになる点で，有用である。自転
車先進国のオランダでもデンマークでもすべての道に自
転車道があるわけではなく，基本は車道を走ることであ
る。しかし，40 数年間も歩道通行に慣れらされた我が
国の国民は，自転車の通行方法の基本が変わったからと
いって簡単に車道に転換することはない。規則で強制し
ても素直に理解してくれないだろう。
　自転車道の整備は，自転車の車道通行のきっかけをつ
くる。新たに自転車道が整備されたところで，歩道以外
の場所の走行に慣れてもらい，車道通行へと導入してい
くことが現実的である。自動車運転者の多くも自転車は
歩道を走るものと認識しているが，道路インフラは，自
動車運転者に対し，自転車は車道を走るというメッセー
ジを送ることができる。社会のコンセンサスを得ていく
ため，道路インフラは自転車，自動車双方にアピールす
ることができると考えられる。
　日本は国土や道路が狭いから自転車道は無理であると
いう話をよく耳にするが，これも全くの間違いである。
国土が狭いのであれば自転車道より十数倍も幅が広い高
速道路も無理ということになる。要は，自転車道の必要
性をどう考えているかである。
　なお，歩道を区画線で分離して自転車の走行空間とす
る普通自転車通行指定部分は基本的に歩道走行で，安全
面で自歩道とほとんど変わらず，推奨できない。

6．道路管理者は目覚めよ

　「自転車は歩道」という考え方は間違いであった。そ
の間違いのために自転車の事故は減らず，歩行者は最も
安全であるべき歩道で脅威に晒されている。特に高齢者
や障がい者は自転車を避け切れず，常に衝突の危険があ
る。急速に進む高齢化を考えると，自転車の歩道通行は
早急にやめさせなければならない。
　利用者の意識改革には時間がかかると思われるが，ま
ず取り掛からなければいけないのは，道路管理者の意識
改革（パラダイムシフト）である。
　社会にも道路管理者にも，“歩道教”とでもいうべき
迷信に近い，自転車の歩道通行に関する安全信仰がある
ように思える。歩道通行は法律で認められてはいるが，
自転車自身も安全ではなく，かつ弱者を蹂躙する恥ずか
しい行為であると筆者は考えている。海外では，子ども
を乗せた母親も高齢者も歩道は走らない。
　本来は自転車の走行空間を確保すべきであった道路管
理者は，自歩道という弥縫策に満足し，自転車道の整備
を怠ってきたといっても過言ではない。幼児を除き，自
転車の歩道通行に大義はない。もちろん社会の認識は低
く，車道通行のハードルも低くはない。
　しかし，道路管理者は率先して車道に自転車を走らせ
ることの必要性に，早く目覚めてほしい。
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